様式第7号（第12条関係）
	賦課年度
	
	台帳番号
	


公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書
第　　　　　　号
年　　　月　　　日
住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　様
豊郷町下水道事業管理者
年　　　月　　　日付け　　　第　　　号で承認した下水道事業受益者負担金(分担金)の徴収猶予を取り消しましたので、豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則第12条第2項の規定により通知します。
	取消年月日
	年　　　　　月　　　　　日

	徴収金額
	円

	納付金額
	年　　　　　月　　　　　日

	取消理由


※　上記処分について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、管理者に対して審査請求をすることができます。〔なお、処分の通知を受けた日から3箇月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。〕また、処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日から起算して6箇月以内に管理者を被告として提起することができます。〔なお、処分の通知を受けた日から6箇月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起できなくなります。〕ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
